
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駐車する自動車の入出庫を防止するための車輪止めを含むコインパーキングシステムで
あって、
　利用者端末からの駐車場所の予約情報の受信時に当該予約情報に合致する前記駐車場所
の案件及び前記車輪止めを解錠するための暗証番号を利用者端末に送信する手段と、前記
利用者端末からの前記暗証番号の受信時に前記車輪止めの解錠を指示する手段とを

有
　

ことを特徴とするコインパーキングシステム。
【請求項２】
　前記車輪止めを 前記自動車が非駐車 の時に施錠状態と

するよう構成したことを特徴とする請求項１記載
のコインパーキングシステム。
【請求項３】
　 前記利用者端末からの予約情報を蓄積する予約データベースを
含み、前記予約情報に合致する前記駐車場所の案件を前記予約データベースの内容を基に
検索するよう構成したことを特徴とする請求項１または請求項２記載のコインパーキング
システム。
【請求項４】
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含む中
央監視センタを し、

前記中央監視センタは、前記予約情報で指定された時間が超過した時にその旨を前記利
用者端末に通知する手段を含む

、 及び駐車 し、前記自動車が駐車
場所において入出庫する際に解錠状態と

前記中央監視センタは、



　 前記自動車の前記駐車場所への駐車時間を測定する手段と、そ
の測定した前記駐車時間を基に駐車料金を算出する手段と、前記駐車料金を利用者の口座
から引き落として運営会社に振り込む決済機関と、算出された前記駐車料金を前記決済機
関に通知する手段とを含むことを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか記載のコイ
ンパーキングシステム。
【請求項５】
　

ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか記載のコイン
パーキングシステム。
【請求項６】
　駐車する自動車の入出庫を防止するための車輪止めを含むコインパーキングシステムの
コインパーキング予約決済方法であって、
　 利用者端末からの駐車場所の予約情報の受信時に当該予約情報に合
致する前記駐車場所の案件及び前記車輪止めを解錠するための暗証番号を利用者端末に送
信するステップと、前記利用者端末からの前記暗証番号の受信時に前記車輪止めの解錠を
指示するステップとを
　

することを特徴とするコインパーキング予約決済方法
。
【請求項７】
　前記車輪止めを 前記自動車が非駐車 の時に施錠状態と

するようにしたことを特徴とする請求項６記載の
コインパーキング予約決済方法。
【請求項８】
　 前記利用者端末からの予約情報を蓄積する予約データベースの
内容を基に前記予約情報に合致する前記駐車場所の案件を検索するようにしたことを特徴
とする請求項６または請求項７記載のコインパーキング予約決済方法。
【請求項９】
　 前記自動車の前記駐車場所への駐車時間を測定するステップと
、その測定した前記駐車時間を基に駐車料金を算出するステップと、前記駐車料金を利用
者の口座から引き落として運営会社に振り込む決済機関に算出された前記駐車料金を通知
するステップとを ことを特徴とする請求項６から請求項８のいずれか記載のコイ
ンパーキング予約決済方法。
【請求項１０】
　

含むことを特徴とする請求項６から請求項
９のいずれか記載のコインパーキング予約決済方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はコインパーキングシステム及びそれに用いるコインパーキング予約決済方法に関
し、特にコインパーキング利用時の決済方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、コインパーキングにおいては、利用者がパーキングエリアに自動車を駐車させた場
合、その駐車を検出して車輪止めが上昇して自動車がそのエリアからでられないようにし
、駐車料金を支払った後に車輪止めが下がって自動車がそのエリアからでられるようにし
ている。
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前記中央監視センタは、

前記時間が超過した旨を通知する手段は、次の予約がない時に前記利用者端末に駐車の
延長の有無を確認するための通知を行い、前記次の予約がある時に前記利用者端末に早急
に出庫する旨を通知する

中央監視センタが、

実行するとともに、
前記中央監視センタが、前記予約情報で指定された時間が超過した時にその旨を前記利

用者端末に通知するステップを実行

、 及び駐車 し、前記自動車が駐車
場所において入出庫する際に解錠状態と

前記中央監視センタが、

前記中央監視センタが、

実行する

前記中央監視センタが、前記時間が超過した旨を通知する際に、次の予約がない時に前
記利用者端末に駐車の延長の有無を確認するための通知を行い、前記次の予約がある時に
前記利用者端末に早急に出庫する旨を通知する



【０００３】
この間の駐車料金支払いの流れを図４に示す。すなわち、利用者がコインパーキングを利
用する場合、利用者はコインパーキングを探し（図４ステップＳ７１）、パーキングエリ
アが空いているかどうかを確認し（図４ステップＳ７２）、空いていなければ他の駐車場
に移動し（図４ステップＳ７３）、空いていれば利用可能となる。
【０００４】
パーキングエリアが空いている場合、利用者はパーキングエリアに乗用車を駐車させ（図
４ステップＳ７４）、そのエリアに駐車してから数分経過した後に、乗用車直下の車輪止
めが上昇する（図４ステップＳ７５）。
【０００５】
利用者は乗用車を出庫させる際、パーキングメータに表示されている利用料金を備え付け
の現金回収機に投入することで駐車料金の支払いが完了すると（図４ステップＳ７６～Ｓ
７９，Ｓ８１）、乗用車直下の車輪止めが降下し（図４ステップＳ８２）、出庫するよう
になっている（図４ステップＳ８３）。
【０００６】
但し、駐車料金の支払いの際に、利用者が指定された硬貨を所持していなければ（図４ス
テップＳ７９）、その指定された硬貨に両替を行ってから（図４ステップＳ８０）、駐車
料金の支払いが行われることになる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来のコインパーキングシステムでは、予約システムがないため
、利用者がコインパーキングの設置されている場所に行かなければ、コインパーキングの
利用状況を確認することができず、空いていない場合に他のコインパーキングに行かなけ
ればならない。
【０００８】
また、コインパーキングに備え付けているパーキングメータの現金投入口は紙幣を受付け
るものもあれば、硬貨のみを受付けるものもあり、各々のパーキングメータで指定されて
いる現金（紙幣や硬貨）を利用者が持っていなければ、両替を行う必要がある。
【０００９】
さらに、従来のコインパーキングシステムでは、プリペイドシステムや口座引き落とし等
の自動決済化が行われていないため、運営会社が利用料金を回収するのにコインパーキン
グまで行かなければならない。
【００１０】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、指定した時間に確実にパーキングエリア
に駐車することができるコインパーキングシステム及びそれに用いるコインパーキング予
約決済方法を提供することにある。
【００１１】
また、本発明の他の目的は、利用者が指定された現金を持たなくともパーキングエリアに
駐車することができ、コインパーキングまで行くことなく運営会社が利用料金を回収する
ことができるコインパーキングシステム及びそれに用いるコインパーキング予約決済方法
を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明によるコインパーキングシステムは、駐車する自動車の入出庫を防止するための
車輪止めを含むコインパーキングシステムであって、
　利用者端末からの駐車場所の予約情報の受信時に当該予約情報に合致する前記駐車場所
の案件及び前記車輪止めを解錠するための暗証番号を利用者端末に送信する手段と、前記
利用者端末からの前記暗証番号の受信時に前記車輪止めの解錠を指示する手段とを

備え
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含む中
央監視センタを 、

前記中央監視センタは、前記予約情報で指定された時間が超過した時にその旨を前記利



ている。
【００１３】
本発明による他のコインパーキングシステムは、上記の構成のほかに、前記自動車の前記
駐車場所への駐車時間を測定する手段と、その測定した前記駐車時間を基に駐車料金を算
出する手段と、前記駐車料金を利用者の口座から引き落として運営会社に振り込む決済機
関と、算出された前記駐車料金を前記決済機関に通知する手段とを具備している。
【００１４】
　本発明によるコインパーキング決済方法は、駐車する自動車の入出庫を防止するための
車輪止めを含むコインパーキングシステムのコインパーキング予約決済方法であって、
　 利用者端末からの駐車場所の予約情報の受信時に当該予約情報に合
致する前記駐車場所の案件及び前記車輪止めを解錠するための暗証番号を利用者端末に送
信するステップと、前記利用者端末からの前記暗証番号の受信時に前記車輪止めの解錠を
指示するステップとを
　

ている。
【００１５】
本発明による他のコインパーキング決済方法は、上記のステップのほかに、前記自動車の
前記駐車場所への駐車時間を測定するステップと、その測定した前記駐車時間を基に駐車
料金を算出するステップと、前記駐車料金を利用者の口座から引き落として運営会社に振
り込む決済機関に算出された前記駐車料金を通知するステップとを具備している。
【００１６】
すなわち、本発明のコインパーキングシステムは、独立式コインパーキングの利用におい
て、携帯電話や携帯端末、パーソナルコンピュータを利用して、駐車場所の予約、駐車料
金の自動決済、及びコインパーキングに備えられている車輪止めの解錠を行うことを特徴
としている。
【００１７】
より具体的に、本発明のコインパーキングシステムでは、利用者が携帯電話や携帯端末、
パーソナルコンピュータ（以下、総称して情報端末とする）で独立式コインパーキングの
使用において、予約情報や車輪止めを解錠するための暗証番号を中央監視センタに送信す
る。
【００１８】
中央監視センタは利用者の予約情報に合致する案件及び車輪止めを解錠するための暗証番
号を利用者の情報端末に送信する。また、中央監視センタは予約データベースを保有して
おり、利用者の予約情報に合致する案件を検索し、複数の利用者の予約情報を基に予約デ
ータベースを更新する。さらに、中央監視センタはパーキングメータから送信される駐車
時間を基に駐車料金を算出する。
【００１９】
コインパーキングには車輪止めとパーキングメータとが備えられている。車輪止めは無断
駐車及び乗り逃げを防止するために、予約時間内及び利用時間内に車輪止めを上昇させ、
施錠状態とする。また、利用者が乗用車を入出庫する場合に、利用者の情報端末から送信
された暗証番号によって解錠状態にし、車輪止めを降下させる。
【００２０】
パーキングメータはタイマを保有しており、施錠開始とともに施錠時間を測定する。また
、パーキングメータは通信装置を備えており、通信装置はタイマで測定された施錠時間を
中央監視センタに送信する。
【００２１】
決済機関は中央監視センタから送信された利用料金を基に利用者の口座から利用料金を引
き落とし、コインパーキング及び中央監視センタを運営している会社に利用料金を振り込
む。
【００２２】
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用者端末に通知する手段を具備し

中央監視センタが、

実行するとともに、
前記中央監視センタが、前記予約情報で指定された時間が超過した時にその旨を前記利

用者端末に通知するステップを実行し



これによって、本発明では利用者が情報端末を利用することによってコインパーキングを
予約するので、目的地において駐車場を探す手間がなくなり、効率化が可能となる。また
、利用料金の支払いを自動決済しているので、キャッシュレス化を可能とする。
【００２３】
指定した時間に確実にパーキングエリアに駐車することが可能となり、利用者が指定され
た現金を持たなくともパーキングエリアに駐車し、コインパーキングまで行くことなく運
営会社が利用料金を回収することが可能となる。
【００２４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。図１は本発明の一実施例による
コインパーキングシステムの構成を示すブロック図である。図１においては、本発明の一
実施例によるコインパーキングシステムとして自動決済型独立式コインパーキングのシス
テムを示している。
【００２５】
本発明の一実施例によるコインパーキングシステムは携帯電話や携帯端末、及びパーソナ
ルコンピュータ等の利用者情報端末１と、コインパーキング２と、中央監視センタ３と、
決済機関５とがインタネット等のネットワークの回線網１００を介して相互に接続される
ことで構成されている。
【００２６】
コインパーキング２は通信端末２１と、タイマ２２と、パーキングメータ２３と、車輪止
め２４とから構成され、２４時間稼動している。このコインパーキング２は公知の構成の
コインパーキングとして構成されており、中央監視センタ３から利用者情報端末１に送信
された暗証番号によって車輪止め２４を解錠するものである。
【００２７】
車輪止め２４は無断駐車、駐車時間中の盗難防止、及び利用者Ａの乗り逃げ防止として乗
用車Ｂのタイヤをロックするものであり、利用者Ａの利用者情報端末１に送信された暗証
番号によって解錠される。尚、利用者Ａの乗用車Ｂが出庫した場合、出庫後に自動的にロ
ックされる。
【００２８】
タイマ２２は駐車時間を測定するものである。通信端末２１はタイマ２２で測定された駐
車時間を中央監視センタ３に送信するとともに、中央監視センタ３との間で相互に制御信
号を送受信するものである。
【００２９】
中央監視センタ３は複数のコインパーキングのデータを格納する予約データベース４を備
えており、利用者Ａからの申し込みに応じて非稼動のコインパーキング２を検索し、利用
者Ａの利用者情報端末１に送信する。また、中央監視センタ３は予約時間を超過した駐車
済みの車両の有無を監視し、利用者Ａに出庫督促を通知する。
【００３０】
さらに、中央監視センタ３はパーキングメータ２３で測定された駐車時間を基に利用料金
を算出し、利用者Ａへの通知、並びに決済機関５への料金引き落としと振り込みとを依頼
する。
【００３１】
図２は本発明の一実施例によるコインパーキングシステムの動作を示すシーケンスチャー
トである。これら図１及び図２を参照して利用者情報端末１、中央監視センタ３、コイン
パーキング２の動作について説明する。
【００３２】
利用者Ａはコインパーキング２の利用において、利用者情報端末１から中央監視センタ３
にアクセス情報を送信する（図２のＳ１）。中央監視センタ３は予約画面を利用者情報端
末１に送信する（図２のＳ２）。利用者Ａは送られてきた予約画面を利用者情報端末１に
表示し、その予約画面において駐車したい場所及び駐車する期間を入力して中央監視セン
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タ３に送信する（図２のＳ３）。
【００３３】
中央監視センタ３は利用者Ａから送信されてきた予約情報を基に予約データベース４を検
索し（図２のＳ４）、予約の条件に合致するコインパーキングを検索してその検索結果を
数件出力し、利用者に検索結果を送信する（図２のＳ５）。
【００３４】
利用者Ａは中央監視センタ３から送信されてきた検索結果の中から、利用したいコインパ
ーキングを選択し、中央監視センタ３にその選択結果（予約内容）を送信する（図２のＳ
６）。中央監視センタ３は利用者Ａからの選択結果を基に利用者に暗証番号を送信すると
ともに（図２のＳ７）、予約データベース４を更新する（図２のＳ８）。
【００３５】
利用者Ａは予約時間に予約したコインパーキング２に行き、利用者情報端末１から暗証番
号を入力して中央監視センタ３に送信することで（図２のＳ９，Ｓ１０）、コインパーキ
ング２に備えられている車輪止め２４の解除を行う。
【００３６】
中央監視センタ３は利用者Ａから送信されてきた暗証番号の照合を行い（図２のＳ１１）
、照合結果が合致すれば、車輪止め解錠命令をコインパーキング２に送り（図２のＳ１２
）、パーキングメータ２３の通信端末２１を介して車輪止め２４の解錠を行う（図２のＳ
１３）。
【００３７】
利用者Ａは乗用車Ｂをパーキングエリアに駐車する（入庫、図２のＳ１４）。そのエリア
の車輪止め２４は利用開始の数分後に自動的に施錠され（図２のＳ１５）、施錠した結果
を中央監視センタ３に送信するとともに（図２のＳ１６）、タイマ２２は駐車時間の測定
を開始する（図２のＳ１７）。
【００３８】
コインパーキング２から乗用車Ｂを出庫する時、利用者Ａは利用者情報端末１で暗証番号
を入力し（図２のＳ１８）、中央監視センタ３に送信する（図２のＳ１９）。
【００３９】
中央監視センタ３は利用者Ａから送信された暗証番号の照合を行い（図２のＳ２０）、照
合結果が合致すれば、車輪止め解錠命令をコインパーキング２に送り（図２のＳ２１）、
パーキングメータ２３の通信端末２１を介して車輪止め２４の解錠を行う（図２のＳ２２
）。この時、タイマ２２は駐車時間の測定を終了し、駐車時間を中央監視センタ３に送信
する（図２のＳ２３）。車輪止め２４が解錠されると、乗用車Ｂは出庫する（図２のＳ２
４）。
【００４０】
中央監視センタ３は送信されてきた駐車時間の測定結果を基に利用料金の算出を行い（図
２のＳ２５）、利用料金を利用者Ａへ通知し（図２のＳ２６）、決済機関５に送信して引
き落とし依頼を行うとともに（図２のＳ２７）、予約データベースを更新する（図２のＳ
２８）。
【００４１】
決済機関５は利用者Ａの口座からの引き落としと運営会社の口座への振り込みとを行い（
図２のＳ２９）、引き落とし結果を中央監視センタ３へ送信する（図２のＳ３０）。
【００４２】
このように、コインパーキング２が使用されていない場合、車輪止め２４を施錠すること
によって、無断駐車を防ぐことができるので、無断駐車を防ぐためにパイロン等の障害物
を設置する必要がなくなる。
【００４３】
また、決済機関５と中央監視センタ３とパーキングメータ２３とを回線網１００で接続し
、利用者Ａが携帯電話によってコインパーキングの車輪止めの解錠を行うことから、駐車
料金についてはキャッシュレス化することができ、また乗り逃げがなくなるので、運営会
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社も確実に利用料金を得ることができる。
【００４４】
さらに、利用者Ａは事前にコインパーキング２の使用について予約するため、利用者Ａが
目的地に到着した時に駐車場を探す必要がなくなり、指定した日時に確実に乗用車Ｂを駐
車することができる。
【００４５】
図３は本発明の他の実施例によるコインパーキングシステムの動作を示すシーケンスチャ
ートである。本発明の他の実施例によるコインパーキングシステムの構成は図１に示す本
発明の一実施例によるコインパーキングシステムの構成と同様なので、図１及び図３を参
照して利用者情報端末１、中央監視センタ３、コインパーキング２の動作について説明す
る。
【００４６】
本発明の一実施例では上述した通り、利用者Ａが予約時間を中央監視センタ３に送信して
いるが、実際に駐車しておいて予約時間を超過することも想定される。そこで、本発明の
他の実施例では予約時間を超過した場合に対応可能としており、この場合を含めて以下説
明する。
【００４７】
利用者Ａはコインパーキング２の利用において、利用者情報端末１から中央監視センタ３
にアクセス情報を送信する（図３のＳ３１）。中央監視センタ３は予約画面を利用者情報
端末１に送信する（図３のＳ３２）。利用者Ａは送られてきた予約画面を利用者情報端末
１に表示し、その予約画面において駐車したい場所及び駐車する期間を入力して中央監視
センタ３に送信する（図３のＳ３３）。
【００４８】
中央監視センタ３は利用者Ａから送信されてきた予約情報を基に予約データベース４を検
索し（図３のＳ３４）、予約の条件に合致するコインパーキングを検索してその検索結果
を数件出力し、利用者に検索結果を送信する（図３のＳ３５）。
【００４９】
利用者Ａは中央監視センタ３から送信されてきた検索結果の中から、利用したいコインパ
ーキングを選択し、中央監視センタ３にその選択結果（予約内容）を送信する（図３のＳ
３６）。中央監視センタ３は利用者Ａからの選択結果を基に利用者に暗証番号を送信する
とともに（図３のＳ３７）、予約データベース４を更新する（図３のＳ３８）。
【００５０】
利用者Ａは予約時間に予約したコインパーキング２に行き、利用者情報端末１から暗証番
号を入力して中央監視センタ３に送信することで（図３のＳ３９，Ｓ４０）、コインパー
キング２に備えられている車輪止め２４の解除を行う。
【００５１】
中央監視センタ３は利用者Ａから送信されてきた暗証番号の照合を行い（図３のＳ４１）
、照合結果が合致すれば、車輪止め解錠命令をコインパーキング２に送り（図３のＳ４２
）、パーキングメータ２３の通信端末２１を介して車輪止め２４の解錠を行う（図３のＳ
４３）。
【００５２】
利用者Ａは乗用車Ｂをパーキングエリアに駐車する（入庫、図３のＳ４４）。そのエリア
の車輪止め２４は利用開始の数分後に自動的に施錠され（図３のＳ４５）、施錠した結果
を中央監視センタ３に送信するとともに（図３のＳ４６）、タイマ２２は駐車時間の測定
を開始する（図３のＳ４７）。
【００５３】
タイマ２２が駐車時間を計測して予約時間に達すると（図３のＳ４８）、中央監視センタ
３に予約時間が満了したことを通知する（図３のＳ４９）。中央監視センタ３は利用者Ａ
の利用者情報端末１に予約時間が満了していることを通知するとともに（図３のＳ５０）
、次の利用者Ａの予約有無を検索する（図３のＳ５１）。
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【００５４】
　予約がある場合、中央監視センタ３は する（
図３のＳ５２）。また、予約がない場合、中央監視センタ３は

し（図３のＳ５３）、利用者Ａからの延長の有無についての回答を受
ける（図３のＳ５４）。中央監視センタ３は利用者Ａからの回答に応じて予約データベー
ス４を更新する（図３のＳ５５）。
【００５５】
コインパーキング２から乗用車Ｂを出庫する時、利用者Ａは利用者情報端末１で暗証番号
を入力し（図３のＳ５６）、中央監視センタ３に送信する（図３のＳ５７）。
【００５６】
中央監視センタ３は利用者Ａから送信された暗証番号の照合を行い（図３のＳ５８）、照
合結果が合致すれば、車輪止め解錠命令をコインパーキング２に送り（図３のＳ５９）、
パーキングメータ２３の通信端末２１を介して車輪止め２４の解錠を行う（図３のＳ６０
）。この時、タイマ２２は駐車時間の測定を終了し、駐車時間を中央監視センタ３に送信
する（図３のＳ６１）。車輪止め２４が解錠されると、乗用車Ｂは出庫する（図３のＳ６
２）。
【００５７】
中央監視センタ３は送信されてきた駐車時間の測定結果を基に利用料金の算出を行い（図
３のＳ６３）、利用料金を利用者Ａへ通知し（図３のＳ６４）、決済機関５に送信して引
き落とし依頼を行うとともに（図３のＳ６５）、予約データベースを更新する（図３のＳ
６６）。
【００５８】
決済機関５は利用者Ａの口座からの引き落としと運営会社の口座への振り込みとを行い（
図３のＳ６７）、引き落とし結果を中央監視センタ３へ送信する（図３のＳ６８）。
【００５９】
本発明の他の実施例では本発明の一実施例に、上述したような対策を施すことによって、
上記の効果に加えて、コインパーキング２の機会損失を抑止し、回転率を向上させること
ができる。
【００６０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明のコインパーキングシステムによれば、駐車する自動車の入出
庫を防止するための車輪止めを含むコインパーキングシステムにおいて、利用者端末から
の駐車場所の予約情報の受信時に当該予約情報に合致する駐車場所の案件及び車輪止めを
解錠するための暗証番号を利用者端末に送信し、利用者端末からの暗証番号の受信時に車
輪止めの解錠を指示することによって、指定した時間に確実にパーキングエリアに駐車す
ることができるという効果がある。
【００６１】
また、本発明の他のコインパーキングシステムによれば、自動車の駐車場所への駐車時間
を測定し、その測定した駐車時間を基に駐車料金を算出し、駐車料金を利用者の口座から
引き落として運営会社に振り込む決済機関に算出された駐車料金を通知することによって
、利用者が指定された現金を持たなくともパーキングエリアに駐車することができ、コイ
ンパーキングまで行くことなく運営会社が利用料金を回収することができるという効果が
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例によるコインパーキングシステムの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の一実施例によるコインパーキングシステムの動作を示すシーケンスチャ
ートである。
【図３】本発明の他の実施例によるコインパーキングシステムの動作を示すシーケンスチ
ャートである。
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現在の利用者Ａに早急に出庫する旨を通知
現在の利用者Ａに駐車時間

の延長について確認



【図４】従来例によるコインパーキングシステムの動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１　利用者情報端末
２　コインパーキング
３　中央監視センタ
４　予約データベース
５　決済機関
２１　通信端末
２２　タイマ
２３　パーキングメータ
２４　車輪止め
１００　ネットワークの回線網
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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